
電子メールによる申請方法

• 令和３年度から電子メールによる申請を追加しました。その際、申請書の様式第１に
LEVOから付与された識別番号の記載が必要となります。識別番号により、申請責任
者（責任者＆担当者）を明確にすることができるので、電子メール申請の場合には、
代表者押印を省略することができます。

令和３年度から追加しました

LEVO「識別番号発行依頼」メール

「識別番号発行」メール

「識別番号発行依頼書」

「識別番号」＋ファイル名
①様式第１に「識別番号」を記載
②申請書類をPDF化して1つの
ファイルにまとめる。

③ファイル名の先頭に識別番号を
付す。

④電子メール申請受付専用メール
アドレスへメール送信する 電子メール申請受付

専用メールアドレス
denshi@levo.or.jp

• 識別番号を取得するためには、初回申請前に「識別番号発行依頼書」をLEVOへメールで送ります。

• LEVOは「識別番号発行依頼書」の内容を確認し、識別番号をメールで返信します。

• 以降、電子メールで申請する際には、様式第１に識別番号を記載し、発行依頼書に記載されたメール
アドレスから申請することにより、代表者押印が省略できます。（ご注意！！捨て印が無いので、不備が
あれば差し替えとなります。）

初回申請前作業

申請作業

hojokin@levo.or.jp

①
②

③

④

申請者

申請書類ダウンロードページに
掲載してあります。



電子メールによる申請方法（注意点）

１．識別番号発行依頼書、申請書の送付時は必ず申請者（担当者）がメール送付してください。
トラック販売会社等、代理人のメールアドレスからは受付ません。

２．識別番号発行依頼書、申請書のFAXでの送付は受付ません。

３．申請書はPDFデータでご送付ください。ワードやエクセルデータは受け付けません。

４．捨印が押印された申請書をメールで送付されても、効力はありません。
不備が有った場合は差し替えをお願いいたします。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
電子メールによる申請方法の注意点です１．識別番号発行依頼書、申請書の送付時は必ず申請者　　　　（担当者）がメール送付してください。　　トラック販売会社等、代理人のメールアドレスから　　は受付ません。２．識別番号発行依頼書、申請書のFAXでの送付は　　受付ません。３．申請書はPDFデータでご送付ください。　　ワードやエクセルデータは受け付けません。４．捨印が押印された申請書をメールで送付されても、　　効力はありません。　　不備が有った場合は差し替えをお願いいたします。
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